
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  保険金を受取る２つの方法                 

Ｑ：私には、障がい者の妹がいます。私が

他界した後の妹の将来が不安なので、妹を受

取人とする生命保険に入ろうと思います。ど

ういう方法がありますか、また、税務の取扱

いはどうなりますか？                                   

                                             

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

妹さんに保険金を残すには、次の２つの方

法があります。それぞれ、次のような特徴が

あります。 

 1.契約者＝本人、被保険者＝本人、保険金受

取人＝妹 

  この方法の特徴は、次のとおりです。 

  ①保険金は、みなし相続財産となり相続税の

対象になる 

 ②妹は遺贈により財産を取得したことになり、

相続税の申告が必要になることがある 

 ③妹にも相続税がかかることがある 

 ④妹に相続財産の内容がわかってしまう 

 2. 契約者＝妹、被保険者＝本人、保険金受取

人＝妹 

    この方法の特徴は、次のとおりです。 

  ①保険金は、相続税の対象ではなく所得税の

対象になる 

 ②妹に所得税(一時所得)がかかる 

 ③本人の相続からは切り離される 
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